
県有財産売買契約書  

 

売主  茨城県(以下「甲」という。)と買主             （以下「乙」

という。）とは、次の条項により県有財産の売買契約を締結する。  

 

（目的）  

第１条 甲は、その所有する次の県有財産（以下「本件財産」という。）を乙に売

り渡し、乙は、これを買い受けるものとする。  

(1) 土地  

所 在  地 番  地 目  公簿面積(㎡) 

    

（売払い代金）  

第２条 本件財産の売払い代金は、金            円とする。  

２ 乙は、前項の売払い代金から次条第１項の契約保証金を除いた金額を、甲の発

行する納入通知書により一括して甲が指定する期日までに茨城県指定金融機関

に納入するものとする。  

３ 甲と乙とは、本件財産の公簿面積が実測面積と異なる場合であっても、第１項

の売払い代金を変更しないものとする。  

（契約保証金）  

第３条 乙は、契約保証金として金          円を、この契約締結と同

時に甲の指示する手続により納付するものとする。  

２ 前項の契約保証金は、第12条に定める損害賠償の予定又はその一部と解釈しな

いものとする。  

３ 第１項の契約保証金には、利子を付さないものとする。  

４ 甲は、乙が前条第２項に定める期日までに同項に定める金額を完納したときは、

第１項の契約保証金を前条第１項の売払い代金に充当するものとする。  

５ 甲は、乙が前条第２項に定める期日までに同項に定める金額を完納しないとき

又はそのときまでに第10条の規定によりこの契約を解除したときは、第１項の契

約保証金を甲に帰属するものとする。  

（所有権移転時期）  

第４条 本件財産の所有権移転の時期は、乙が第２条第２項に定める金額を完納し

た時とする。  

（登記の嘱託）  

第５条 乙は、前条の規定により本件財産の所有権が移転した後遅滞なく、甲に対

し所有権移転の登記を請求するものとし、甲は、その請求により速やかに所有権

移転の登記を嘱託するものとする。この場合において、これに要する登録免許税

その他登記に要する経費は、乙の負担とする。  



（本件財産の引渡し）  

第６条 甲は、第４条の規定により本件財産の所有権が乙に移転した後速やかに、

本件財産をその所在する場所において乙に引き渡すものとする。  

２ 乙は、本件財産の引渡しを受けたときは、直ちに甲の定める受領書を甲に提出

するものとする。  

（登記完了証等の交付）  

第７条 乙は、甲から本件財産の所有権移転に係る登記完了証等の交付を受けたと

きは、直ちに甲の定める受領書を甲に提出するものとする。  

（危険負担）  

第８条 この契約締結後、本件財産の引渡し前において、本件財産が乙の責めに帰

するべき理由により滅失し、又はき損した場合は、その損失は乙の負担とする。 

（契約内容不適合）  

第９条 甲は、第６条第１項の規定による本件財産の引渡し後に、本件財産がこの

契約の内容に適合しないものであることが判明したときは、当該引渡しの日から

２年間に限り、民法（明治29年法律第89号）第566条に規定する契約不適合責任

を負うものとする。  

（解除）  

第10条 甲は、何らの催告を要せず次の各号のいずれかに該当するときは、この契

約を解除することができるものとする。  

(1) 乙がこの契約に定める義務を履行しないとき  

(2) 乙がこの契約に定める義務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき  

(3) 乙がこの契約に定める義務の一部の履行が不能である場合又は乙が義務の

一部を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは

この契約の目的を達することができないとき  

(4) 乙が、この契約の締結後に、条例に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴

力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者と判明したとき  

(5) 前各号で掲げるときのほか、乙が義務の履行をせず、甲が前項の催告をして

もこの契約をした目的が達するに足りる履行がされる見込みがないことが

明らかであるとき  

（乙の原状回復義務等）  

第11条 乙は、甲が前条の規定によりこの契約を解除したときは、甲の指定する期

日までに、本件財産を原状に回復して甲に返還するものとする。ただし、甲が本

件財産を原状に回復することが適当でないと認めたときは、この限りでない。  

２ 乙は、前項の規定により本件財産を甲に返還するときは、甲の指定する期日ま

でに本件財産の所有権移転登記の承諾書を甲に提出するものとする。  

（損害賠償）  

第12条 乙は、この契約に違反したために甲に損害を与えたときは、甲の定める損

害賠償金を甲に支払うものとする。  

（有益費等請求権の放棄）  



第13条 乙は、この契約を解除された場合において、本件財産に投じた有益費、必

要費又はその他の費用があっても、これを甲に請求しないものとする。  

（返還金）  

第14条 甲は、この契約を解除したときは、収納済の売払い代金を乙に返還するも

のとする。  

２ 前項の返還金には、利子を付さないものとする。  

（返還金の相殺）  

第15条 甲は、前条の規定により売払い代金を返還する場合において、乙が第12条

に定める損害賠償として甲に支払うべき金額があるときは、それらの全部又は一

部とその返還金とを相殺できるものとする。  

（契約費用の負担）  

第16条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。  

（信義則）  

第17条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約に定める事項を履行するもの

とする。  

（疑義の決定）  

第18条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、甲乙

協議して定めるものとする。  

（管轄裁判所）  

第19条 この契約に関し甲又は乙が訴訟等を提起するときは、甲の事務所の所在地

を管轄する裁判所を第一審の裁判所とする。  

 

 この契約を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各１通を保有

する。  

 

   令和  年  月  日  

 

 

                                          水戸市笠原町978番６  

                                    甲  

                                          茨城県知事  大井川 和彦  

 

 

                                    乙  


